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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する

診療報酬等の請求の取扱いについて（６月診療等分）

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に関する診療報酬等の請求の事務

については、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取

扱いについて（その２）」（平成23年４月１日付厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下

「事務連絡その２」という。）及び「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する

診療報酬等の請求の取扱いについて（５月診療等分）」（平成23年５月26日厚生労働省保険

局医療課事務連絡）により連絡をしたところですが、平成23年６月診療等分の診療報酬の請

求の取扱いについては、下記によることとしたので、関係団体に周知を図るようによろしく

お願いします。

記

１ 平成２３年６月診療等分に係る診療報酬等の請求について

（１） 平成２３年６月診療等分（７月提出分）に係る診療報酬等の請求については、被

災地における保険医療機関等の状況にかんがみ、原則として概算による請求の取扱い

は行わないものとする。なお、５月診療分に引き続き、通常の方法による請求が難し

い保険医療機関については、審査支払機関に相談すること。

（２） 平成２３年６月診療等分に係り、診療報酬等の請求を行う場合には、「事務連絡

その２」の３（通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて）及び４（レセプ

ト電算処理システムの取扱いについて）により行うこと。ただし、６月診療等分に係

る診療報酬請求書等の提出期限は、通常どおり７月10日（日）とすること。



（３） 「事務連絡その２」において、被保険者証等を提示せずに受診した者に係る請求

に関し、保険者を特定できない場合には、明細書の欄外上部（電子レセプトの場合は

摘要欄）に当該患者の住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を

記載することとしているところであり、引き続き当該事項の記載の徹底にご協力いた

だきたい。

（４） 「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等

の取扱いについて（その７）」（平成23年５月23日厚生労働省保険局医療課事務連

絡）により、平成23年７月１日からは、原則として、保険者から交付された一部負担

金等の免除証明書を提示して受診した場合のみ、保険医療機関等の窓口において一部

負担金等を免除することとしているが、この場合も引き続き、「事務連絡その２」の

３（３）のとおり、免除に係る明細書には欄外上部（電子レセプトの場合は摘要欄）

に「災１」又は「災２」と記載すること。(既に免除証明書が発行されている場合も同

様とする。)

電子レセプトの場合、レセプト特記事項に「９６」又は「９７」も漏れずに記録す

ること。

また、猶予措置等に係る明細書の減額割合等の記載については、「診療報酬請求書

等の記載要領等について」（昭和51年8月7日保険発第82号）に基づき、記載すること

としていることから、一部負担金等の免除証明書を提示して受診した場合の医療機関

の窓口における一部負担金の免除の場合は「免除」と記載すること。（電子レセプト

の場合は保険者レコードの「減免区分」に「2：免除」と記録すること。）
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